
平成２４年３月１日 

クラブ（チーム）代表者 様 

京都府ソフトバレーボール連盟 

会  長  西 村  耕 治 

（会長印省略） 

 

公益財団法人日本バレーボール協会への登録（継続・新規）について 

 

 平素は、連盟の諸事業にご理解・ご協力をいただき誠にありがとうございます。 

平成２４年度の公益財団法人日本バレーボール協会へのチーム加盟・個人登録（継続、新

規）は、下記の方法により登録をしていただきますようお願い致します。 

 

記 

 

1. 公益財団法人日本バレーボール協会へはチーム加盟及び１人の個人登録を

必要とする。登録者は出来るだけ代表者が望ましい。それ以上の個人登録は

任意とする。 

但し、全国シルバー、ファミリーフェスティバル・レディース＆メンズ

交流大会及びブロックフェスティバル大会に参加しようとする個人は、

公益財団法人日本バレーボール協会への個人登録を完了しておかなけ

ればならない。  

※ファミリー（小学生は除く） 

※受付期間  平成２４年４月から 

 

2. 京都府ソフトバレーボール連盟への個人登録（連盟の大会に必要）手続きは

連盟様式で行っていただきます。 

 連盟への個人登録は、京都府バレーボール協会に加盟を完了したクラブ

 （チーム）の構成員であること 

  ※総会時に加盟金納入により完了  


